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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 内視鏡を浸漬可能な深さを有する内視鏡配置部と、
　前記内視鏡配置部の内部の温度を計測する第１の温度計測部と、
　前記内視鏡配置部において前記内視鏡の消毒を行うための薬液が貯蔵された貯蔵部と、
　前記貯蔵部に貯蔵された前記薬液の温度を計測する第２の温度計測部と、
　前記貯蔵部に貯蔵された前記薬液を加温する加温部と、
　前記第１の温度計測部における第１の計測結果及び前記第２の温度計測部における第２
の計測結果を取得し、前記第１の計測結果及び前記第２の計測結果に基づき、前記貯蔵部
に貯蔵された前記薬液の温度が、前記内視鏡配置部へ前記薬液が供給される事前に取得し
た前記第１の計測結果と、前記薬液が最大の消毒効果を呈する温度と、に基づいて算出さ
れる所定の到達目標温度に達するまで前記薬液を加温させるための制御を、前記内視鏡配
置部へ前記薬液が供給される以前の期間に前記加温部に対して行う制御部と、
　を有することを特徴とする内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記内視鏡配置部へ前記薬液が供給される以前の期間のうち、前記内視
鏡の洗浄に係る洗浄工程が実行される直前までの第１の期間において、第１の出力により
前記加温部を発熱させるとともに、前記洗浄工程が実行されてから終了するまでの第２の
期間において、前記第１の出力に比べて低い出力である第２の出力により前記加温部を発
熱させるための制御を行うことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
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【請求項３】
　前記第１の出力は、前記加温部における略最大の出力であることを特徴とする請求項２
に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記洗浄工程が終了してから前記内視鏡配置部へ前記薬液が供給される
直前までの第３の期間において、前記薬液の温度が前記所定の到達目標温度に達するまで
前記薬液を加温させるための制御をさらに行うことを特徴とする請求項２または請求項３
に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡洗浄消毒装置に関し、特に、消毒用として使用される薬液を、使用前
に予め加温しておくことが可能な内視鏡洗浄消毒装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡は、工業分野及び医療分野等において従来広く用いられている。特に、医療分野
における内視鏡は、生体内の各種器官に対する観察等を行う際に主に用いられている。
【０００３】
 医療分野における内視鏡は、体腔内に挿入して使用されるとともに、例えば、該体腔内
の患部に対して吹きつける気体または液体を流通させるための送気送水チャンネル、及び
、該体腔内の患部に対して処置を行うための処置具を挿通可能な処置具チャンネル等の複
数の管路を有して構成されている。そのため、医療分野における内視鏡は、使用後におい
て、外装表面のみならず、前記複数の管路内に至るまで十分に洗浄及び消毒される必要が
ある。
【０００４】
 そして、医療分野における内視鏡を洗浄及び消毒するための装置としては、例えば、特
許文献１、特許文献２及び特許文献３に提案されているものがある。
【０００５】
 特許文献１には、消毒液タンクの底面に設けられたラバーヒータの発熱を制御すること
により、該消毒液タンク内の薬液の温度調整を行うことが可能な構成を有する内視鏡洗浄
消毒装置が提案されている。
【０００６】
　また、特許文献２及び特許文献３には、消毒液タンク内の薬液をヒータにより加温可能
な、前述した特許文献１の構成に対して類似の構成を有する内視鏡洗浄消毒装置が提案さ
れている。
【特許文献１】特開平７－３１５８８号公報
【特許文献２】特許第３５５７３１９号公報
【特許文献３】特開平７－２３９０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　内視鏡洗浄消毒装置が有する各部のうち、内視鏡が配置される洗浄槽は、一般的に、周
囲の気温変化の影響を受けやすい部分である。
【０００８】
　そのため、例えば周囲の気温が低い場所に内視鏡洗浄消毒装置が配置された場合、消毒
液タンク内の薬液が予め加温された状態として洗浄消毒槽（以降、洗浄槽と略記する）へ
排出されたとしても、該洗浄槽の内部の温度に応じて該薬液の温度が低下し、結果的に、
該洗浄槽に溜められた該薬液の温度が内視鏡の消毒に適した温度に到達しないまま消毒工
程が開始されてしまう、という課題が生じている。そして、特許文献１、特許文献２及び
特許文献３のいずれにおいても、前述した課題に対する言及がなされていない。
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【０００９】
　本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであり、洗浄槽に溜められる薬液の温度
を適温とすることにより、確実な消毒効果を得ることができる内視鏡洗浄消毒装置を提供
することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
 本発明の一態様の内視鏡洗浄消毒装置は、内視鏡を浸漬可能な深さを有する内視鏡配置
部と、前記内視鏡配置部の内部の温度を計測する第１の温度計測部と、前記内視鏡配置部
において前記内視鏡の消毒を行うための薬液が貯蔵された貯蔵部と、前記貯蔵部に貯蔵さ
れた前記薬液の温度を計測する第２の温度計測部と、前記貯蔵部に貯蔵された前記薬液を
加温する加温部と、前記第１の温度計測部における第１の計測結果及び前記第２の温度計
測部における第２の計測結果を取得し、前記第１の計測結果及び前記第２の計測結果に基
づき、前記貯蔵部に貯蔵された前記薬液の温度が、前記内視鏡配置部へ前記薬液が供給さ
れる事前に取得した前記第１の計測結果と、前記薬液が最大の消毒効果を呈する温度と、
に基づいて算出される所定の到達目標温度に達するまで前記薬液を加温させるための制御
を、前記内視鏡配置部へ前記薬液が供給される以前の期間に前記加温部に対して行う制御
部と、を有する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明における内視鏡洗浄消毒装置によると、洗浄槽に溜められる薬液の温度を適温と
することにより、確実な消毒効果を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００１４】
　図１から図９は、本発明の実施形態に係るものである。図１は、本発明の実施形態に係
る内視鏡洗浄消毒装置の構成の一例を示す図である。図２は、図１の内視鏡洗浄消毒装置
における装置本体の内部構成の一例を示す図である。図３は、図２のＣＰＵにより行われ
る制御の概要を示すブロック図である。図４は、ヒータ等における出力状態の遷移を示す
タイムチャートである。図５は、図２のＣＰＵにより行われるヒータ制御の一例を示すフ
ローチャートである。図６は、内視鏡洗浄消毒装置の使用開始時刻に関する予約設定を行
うための設定画面の一例を示す図である。図７は、図６における「予約設定」スイッチが
押されることにより遷移した後の画面であり、かつ、予約設定が未設定である場合の画面
の一例を示す図である。図８は、図７の画面内における日時の入力が完了した場合の画面
の一例を示す図である。図９は、内視鏡洗浄消毒装置の使用開始時刻に関する予約設定が
行われた場合の処理の一例を示す処理フローである。
【００１５】
　内視鏡洗浄消毒装置１は、図１に示すように、全体に略直方体形状をした装置本体２と
、装置本体２の上面を覆うトップカバー３とを有する。また、装置本体２は、例えばパー
ソナルコンピュータ等からなる端末装置２０１と、ネットワークを介して通信（接続）可
能な構成を有している。
【００１６】
 洗浄槽カバーとしてのトップカバー３は、装置本体２の上面に対してヒンジ機構（図示
せず）により開閉可能なように取り付けられている。
【００１７】
　装置本体２の上面には、内視鏡１０１を収納可能であるとともに、内視鏡１０１を浸漬
可能な程度の深さを有する洗浄槽４が設けられている。洗浄槽４内に収納された内視鏡１
０１は、トップカバー３が装置本体２の洗浄槽４を覆うように閉じられた状態において、
所定の洗浄工程及び消毒工程に従って、洗浄と消毒が行われる。また、装置本体２の前面
には、主電源オン／オフ、洗浄開始及び洗浄停止等の各種機能を設定指示できるとともに
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、表示機能を備えた操作パネル８が設けられている。
【００１８】
　内視鏡１０１は、可撓性を有する挿入部１０２と、操作部１０３とからなる。そして、
内視鏡１０１は、例えば、挿入部１０２が曲げられ、かつ、操作部１０３が複数のピン４
ａの間に位置決めされた状態として、洗浄槽４内に収納される。また、位置決めされた状
態の操作部１０３の近傍には、洗浄槽４の壁面において露呈した管路接続ユニット５が設
けられている。なお、本実施形態においては、操作部１０３を位置決めするためのピン４
ａが洗浄槽４に設けられたものに限らず、挿入部１０２を所定の形状として位置決めする
ための他のピンが洗浄槽４に設けられたものであっても良い。
【００１９】
　管路接続ユニット５は、洗浄液等が供給される接続管を、内視鏡１０１の操作部１０３
に設けられた、送気送水チャンネル及び処置具チャンネル等の各種管路の開口部に（自動
的に）接続するための機構を有している。
【００２０】
　内視鏡配置部としての洗浄槽４の壁面または底面には、管路接続ユニット５に加え、装
置本体２に内蔵された消毒液タンクからの消毒液が排出される消毒液供給口６、及び、洗
浄槽４の内部の温度を計測する温度センサ７がさらに設けられている。
【００２１】
　装置本体２の内部には、図２に示すように、各種制御を行うＣＰＵ１１と、貯蔵部とし
ての消毒液タンク１２と、消毒液供給口６と消毒液タンク１２との間を接続する管路１２
ａと、管路１２ａの途中に設けられたポンプ１２ｂと、が設けられている。また、消毒液
タンク１２の内部には、消毒液タンク１２に貯蔵された消毒液１３の温度を計測する温度
センサ１４と、ＣＰＵ１１の制御に応じて発熱状態を変化させるヒータ１５と、が設けら
れている。
【００２２】
　ポンプ１２ｂは、ＣＰＵ１１の制御に基づいて動作することにより、消毒液タンク１２
に貯蔵された消毒液１３の洗浄槽４への供給を開始または停止する。
【００２３】
　制御部としてのＣＰＵ１１は、温度センサ７により計測された洗浄槽４の内部の温度と
、温度センサ１４により計測された消毒液１３の温度とに基づき、加温部としてのヒータ
１５における出力の制御を行う。なお、図３は、ＣＰＵ１１により行われる制御の概要を
示すブロック図である。また、ＣＰＵ１１は、操作パネル８の操作に応じて出力される指
示に基づく制御を、装置本体２の各部に対して行う。
【００２４】
　次に、内視鏡洗浄消毒装置１の作用について説明を行う。
【００２５】
　まず、操作パネル８の操作により主電源がオンに切り替えられると、図４の時刻ｔ１に
相当するタイミングにおいて、装置本体２の各部が動作を開始する。
【００２６】
　ＣＰＵ１１は、図４の時刻ｔ１に相当するタイミングにおいて起動した後、例えば、ヒ
ータ１５を略最大の出力である第１の出力により発熱させるとともに、該第１の出力を保
持するモードである、加温モードに遷移させるための制御をヒータ１５に対して行う（図
５のステップＳ１）。これにより、時間の経過に伴って消毒液１３が加温される。
【００２７】
　そして、内視鏡１０１が洗浄槽４にセットされた後、操作パネル８の操作により、図４
の時刻ｔ２に相当するタイミングにおいて洗浄開始の指示がなされると、ＣＰＵ１１は、
内視鏡１０１の外装表面及び内視鏡１０１に設けられた各種管路等の洗浄を行う工程であ
る、洗浄工程を開始させるための制御を行う（図５のステップＳ２）。
【００２８】
　また、ＣＰＵ１１は、図４の時刻ｔ２に相当するタイミングにおいて、例えば、前述し
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た第１の出力に比べて数十パーセント程度低い出力である第２の出力により発熱させると
ともに、該第２の出力を保持するモードである、保温モードに遷移させるための制御をヒ
ータ１５に対して行う（図５のステップＳ３）。
【００２９】
　図４の時刻ｔ２に相当するタイミングから時刻ｔ３に相当するタイミングまでの期間と
して示される、洗浄工程の期間においては、例えば、ヒータ１５のみならず、装置本体２
に設けられたポンプ等も動作するため、内視鏡洗浄消毒装置１の合計出力が一時的に極端
に大きくなってしまう傾向がある。そこで、本実施形態における内視鏡洗浄消毒装置１は
、前述した洗浄工程の期間中のヒータ１５の出力を保温モードとして保持することにより
、合計出力の極端な上昇を抑えることができるとともに、消毒工程開始直前における消毒
液１３の加温時間を短縮することができる。
【００３０】
　一方、ＣＰＵ１１は、図４の時刻ｔ３に相当するタイミングにおいて、洗浄工程が終了
したことを検知する（図５のステップＳ４）と、温度センサ７により計測された洗浄槽４
の内部の温度を取得する（図５のステップＳ５）。そして、ＣＰＵ１１は、図５のステッ
プＳ５の処理において取得した洗浄槽４の内部の温度と、例えば図示しないメモリ等に書
き込まれたテーブルデータとに基づき、消毒液１３の到達目標温度Ｔａを算出する（図５
のステップＳ６）。なお、前記テーブルデータは、例えば、消毒液１３が最大の消毒効果
を呈する温度Ｔｃと、前記到達目標温度Ｔａとの相関が示されたデータとして構成されて
いるものとする。
【００３１】
　その後、ＣＰＵ１１は、温度センサ１４により計測された消毒液１３の温度Ｔｂを取得
しつつ（図５のステップＳ７）、温度Ｔｂが到達目標温度Ｔａを超えているか否かの判定
を行う（図５のステップＳ８）。
【００３２】
　ＣＰＵ１１は、図５のステップＳ８の処理において、温度Ｔｂが到達目標温度Ｔａを超
えていないことを検出した場合、ヒータ１５を加温モードに遷移させるための制御を行っ
た（図５のステップＳ９）後、温度センサ１４により計測された消毒液１３の温度Ｔｂを
再度取得しつつ（図５のステップＳ７）、温度Ｔｂが到達目標温度Ｔａを超えているか否
かの判定を再度行う（図５のステップＳ８）。
【００３３】
　すなわち、ＣＰＵ１１は、図５のステップＳ７、ステップＳ８及びステップＳ９の処理
を繰り返すことにより、消毒液タンク１２に貯蔵された消毒液１３を、少なくとも到達目
標温度Ｔａを上回る温度により洗浄槽４へ供給することができる。
【００３４】
　そして、ＣＰＵ１１は、図５のステップＳ８の処理において、温度Ｔｂが到達目標温度
Ｔａを超えていることを検出した場合、図４の時刻ｔ４に相当するタイミング、すなわち
、ポンプ１２ｂに対する制御により消毒液１３の洗浄槽４への供給を開始させるタイミン
グと略同一のタイミングにおいて、ヒータ１５を停止させるための制御を行った（図５の
ステップＳ１０）後、図５に示す一連のヒータ制御を終了する。
【００３５】
　以上に述べたように、本実施形態の内視鏡洗浄消毒装置１は、図５に示す一連のヒータ
制御を行うことにより、例えば消毒液１３が供給されていない状態の洗浄槽４の内部の温
度が比較的低い場合であっても、消毒液１３が供給された状態の洗浄槽４の温度を、消毒
液１３が最大の消毒効果を呈する温度Ｔｃ未満にならないようにすることができる。その
結果、本実施形態の内視鏡洗浄消毒装置１は、内視鏡１０１の消毒工程において、確実な
消毒効果を得ることができる。
【００３６】
　また、以上に述べたように、本実施形態の内視鏡洗浄消毒装置１は、洗浄工程前に消毒
液１３を加温するとともに、洗浄工程中においては、加温済の消毒液１３の保温を行う程
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度にヒータ１５の出力を抑制しながら動作させている。その結果、本実施形態の内視鏡洗
浄消毒装置１は、洗浄工程中における合計出力を抑制することができるとともに、（該洗
浄工程後の）消毒工程開始直前において、消毒液１３の再加温に要する時間を短縮するこ
とができる。
【００３７】
　ところで、本実施形態の内視鏡洗浄消毒装置１は、消毒液１３の再加温に要する時間を
短縮するための構成として、例えば、操作パネル８または端末装置２０１の操作により、
使用開始時間の予約設定が可能な構成を有するものであっても良い。
【００３８】
　例えば図６に示すように、内視鏡洗浄消毒装置１の設定画面として、内視鏡洗浄消毒装
置１の主電源がオフからオンへ変更された時間のうち、１ヶ月分の平均及び１週間分の平
均を示す時間である「月平均使用開始時間」及び「週平均使用開始時間」と、該「月平均
使用開始時間」または該「週平均使用開始時間」として表示された時間のいずれかの時間
に合わせてヒータ１５を動作させるための予約設定が可能な「予約実行」スイッチと、が
操作パネル８または端末装置２０１に接続されるモニタ等に表示されるものであっても良
い。
【００３９】
　さらに、例えば図６、図７及び図８に示すように、内視鏡洗浄消毒装置１の設定画面と
して、内視鏡洗浄消毒装置１の使用開始時刻を所望の時刻として予約設定可能な画面が操
作パネル８または端末装置２０１に接続されるモニタ等に表示されるものであっても良い
。
【００４０】
　なお、図７は、図６における「予約設定」スイッチが押されることにより遷移した後の
画面であり、かつ、予約設定が未設定である場合の画面の一例を示す図である。また、図
８は、図７の画面内における日時の入力が完了した場合の画面の一例を示す図である。
【００４１】
　ここで、図６、図７及び図８に示すような設定画面において、内視鏡洗浄消毒装置１の
使用開始時刻が予約設定された場合の処理の一例について、図９に示す処理フローに沿っ
て説明を行う。
【００４２】
　まず、操作パネル８または端末装置２０１において「予約実行」スイッチが押下される
ことにより、内視鏡洗浄消毒装置１の使用開始時刻の予約が実行されると、ＣＰＵ１１は
、図示しない不揮発性メモリに対し、該使用開始時刻の書き込みを行った後、（自身に内
蔵された）図示しないタイマーのカウントを開始する。
【００４３】
　そして、ＣＰＵ１１は、例えば、内視鏡洗浄消毒装置１の主電源が一旦オフされた後、
再度オンされた際に、図示しない不揮発性メモリに書き込まれた使用開始時刻の読み出し
を行う。
【００４４】
　ＣＰＵ１１は、図示しないタイマーのカウントにより、設定された使用開始時刻の３０
分前に達したことを検出すると、該設定開始時刻に達するタイミングと、消毒液タンク１
２に貯蔵された消毒液１３の温度が予め設定された所定の温度に達するタイミングとが略
一致するようにヒータ１５を動作させつつ、消毒液１３を加温する。
【００４５】
　そして、ＣＰＵ１１は、消毒液１３の温度が前記所定の温度に達したことを温度センサ
１４の計測結果により検出すると、消毒液１３の加温が完了した旨を示すメッセージ等を
操作パネル８または端末装置２０１のに接続されるモニタ等に表示させるとともに、図示
しない不揮発性メモリに書き込まれた使用開始時刻をリセットする。
【００４６】
　以上に述べたような、設定画面における使用開始時刻の予約設定が可能な構成が本実施
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形態の内視鏡洗浄消毒装置１に適用されることにより、図５に示すステップＳ１に相当す
る処理（または図４の時刻ｔ２に至る直前までに相当する動作）を、内視鏡１０１が洗浄
槽４にセットされる事前に予め行うことが可能となり、その結果、消毒液１３の再加温に
要する時間が短縮される。
【００４７】
　なお、本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱し
ない範囲内において種々の変更や応用が可能であることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の実施形態に係る内視鏡洗浄消毒装置の構成の一例を示す図。
【図２】図１の内視鏡洗浄消毒装置における装置本体の内部構成の一例を示す図。
【図３】図２のＣＰＵにより行われる制御の概要を示すブロック図。
【図４】ヒータ等における出力状態の遷移を示すタイムチャート。
【図５】図２のＣＰＵにより行われるヒータ制御の一例を示すフローチャート。
【図６】内視鏡洗浄消毒装置の使用開始時刻に関する予約設定を行うための設定画面の一
例を示す図。
【図７】図６における「予約設定」スイッチが押されることにより遷移した後の画面であ
り、かつ、予約設定が未設定である場合の画面の一例を示す図。
【図８】図７の画面内における日時の入力が完了した場合の画面の一例を示す図。
【図９】内視鏡洗浄消毒装置の使用開始時刻に関する予約設定が行われた場合の処理の一
例を示す処理フロー。
【符号の説明】
【００４９】
１　内視鏡洗浄消毒装置
２　装置本体
４　洗浄槽
６　消毒液供給口
７，１４　温度センサ
８　操作パネル
１１　ＣＰＵ
１２　消毒液タンク
１３　消毒液
１５　　ヒータ
１０１ 内視鏡
２０１ 端末装置
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